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新たな地域医療構想について 令和６年８月26日
第７回新たな地域医療構想等に関する検討会資料一部改

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、
2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級別に利用率を作成し、
地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

全国的な背景
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医療機関機能について
令和７年７月24日
第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料一部改
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区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方（案）
令和７年８月27日
第3回地域医療構想及び医療計画等に
関する検討会資料一部改

県内の８つの構想区域のうち、30万人を超えているのは「三泗区域」のみMEMO

今後の病床機能報告から新たに追加される事項
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構想策定の具体的なスケジュール（案） 令和７年10月15日
第５回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料を基に一部改

R6年度
（2024）

R7年度
（2025）

R8年度
（2026）

R9年度
（2027）

R10年度
（2028）

R11年度
（2029）

R12年度
（2030）

地域医療構想

医療計画

５疾病・６事業  等

医師・薬剤師確保
外来・在宅医療

現行構想
〔～2025〕

新たな地域医療構想〔～2040〕

第８次計画（６年） 第９次計画

第８次計画（前期）（３年） 第８次計画（後期）（３年） 第９次計画

策定作業
（見込）

（中間見直し作業）

区域の点検・
見直し

必要病床数の算出
機能分化連携の議論

医療機関機能
報告開始

急性期拠点機能となる
医療機関の決定（R９年中）

【外来・在宅・介護との連携等】
慢性期需要等の見込みの共有
介護との連携等に係る議論

医療機関機能の確保
連携・再編・集約化の議論

※ 改正医療法では、新たな地域医療構想の取組はR9.4.1施行
とされている。改正法の附則において、令和10年（2028年）
度中までは新構想の取組を猶予する経過措置が設けられている。

（後期計画策定作業）

かかりつけ医
機能報告開始 順次、国からのデータ提供



【基準病床数】

【必要病床数】

これまでの圏域の設定状況

• 北勢・中勢伊賀・南勢志摩医療圏では、患者の８割以上が医療圏内で入院医療を受けており、概ね標準的な医療提
供体制が一体的に確保されていると認められる

• 東紀州医療圏を南勢志摩と統合する場合、面積が広大となり、南勢志摩医療圏の基幹病院へのアクセスも悪く、へき地
を抱える東紀州地域の医療提供体制の整備がさらに困難になるおそれがる

第６次と同様、４つ（北勢・中勢伊賀・南勢志摩・東紀州）の二次医療圏を設定
⇒ 従前の伊賀サブ保健医療圏、伊勢志摩サブ保健医療圏は、構想区域と圏域が同じであるため、設定せず

三重県

第７次三重県医療計画

第８次三重県医療計画

• 今後の人口減少・高齢化、医師の働き方改革などを踏まえると、東紀州医療圏
に限らず、絶対的な症例数やマンパワーの減少が長期的には避けられず、より広
域での体制整備、診療科等の再編・集約化等に向けた検討は引き続き必要では
ないか。

• 一方で、新たな地域医療構想の議論が国においてこれから本格化するところであり、
二次医療圏と構想区域が異なっている本県は、構想区域の考え方の影響を大き
く受けることから、その方向性を注視する必要がある。

• 上記を踏まえ、第８次計画における医療圏は、第７次医療計画での医療圏を維持。
• 東紀州医療圏等の課題や、新たな地域医療構想における構想区域の議論を踏まえ、

第８次計画の中間評価（令和８年度）又は第９次計画策定（令和11年度）
の際に、二次医療圏の見直しをあらためて検討することを第８次計画に明記。

三重県

平成２９年３月 三重県地域医療構想を策定

平成３０年４月～

二次医療圏をベースとしつつ、高齢社会に対応するため、在宅医療提供体制や、地域包括ケアシステムの構築などを見据え、より地域
に密着した議論がなされるよう、関係団体とも協議の上、二次医療圏を細分化し、８つの構想区域を設定

令和６年４月～

6
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現状（ ４医療圏 ・ ８構想区域 ）人口と２０４０年の人口推計

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

北勢医療圏

人口約81.4万人 →75.0万人

桑員構想区域

三泗構想区域

鈴亀構想区域

（人口約20.9万人）→19.1万人

（人口約36.5万人  →34.2万人

（人口約23.9万人） →21.7万人

南勢志摩医療圏

人口約40.5万人 →33.4万人

松阪構想区域

（人口約20.1万人） →17.2万人

伊勢志摩構想区域

（人口約20.3万人） →16.2万人

中勢伊賀医療圏

人口約41.9万人 →36.7万人

伊賀構想区域

（人口約15.4万人） →12.9万人

津構想区域

（人口約26.5万人） →23.8万人

東紀州医療圏

人口約5.8万人 →4.1万人

東紀州構想区域

（人口約5.8万人） →4.1万人

出典：三重県人口調査結果（令和７年９月１日現在）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）

国は構想区域の役割として、

① 医療機関の連携・再編・集約化など

医療提供体制構築のための議論

② 必要病床数の運用

が協議できる単位としており、

人口は20～30万人を目安としている。
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国の検討会での意見等

第116回「社会保障審議会医療部会」、「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」における意見

⚫ 在宅医療の対象となり得る患者について、在宅医療だけでなく、地域の医療資源・介護資源に応じて、療養病床や介護施設等と組み合
わせて受け皿の確保が必要。

⚫ 在宅医療については、移動時間の制約がある中で、医療資源の状況や医療へのアクセス等も踏まえながら、オンライン診療や訪問看護等と
組み合わせて広く効果的･効率的にサービスが提供できるよう提供のあり方について検討が必要。

⚫ 外来医療や在宅医療について、今後提出されるかかりつけ医機能報告も含め、地域ごとに提供状況を共有するためのデータについて検討
が必要。

⚫ 人口の少ない圏域でも提供体制を確保･維持するため、病院が担う外来医療・在宅医療や訪問看護も含めた提供体制の検討が必要。

第116回社会保障審議会医療部会（令和7年7月4日）

一方で、検討会では、
市町単位などで新たに
会議体を設けることは
相当数の会議体が必
要となることの懸念が示
されている。

特に課題のある地域におい
て重点的に議論することや
在宅医療を協議する場とし
て既存の会議体を活用する
ことが重要としている。
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地域医療構想調整会議のあり方について（案） 令和８年１月28日 
第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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新たな地域医療構想における検討事項と協議の場（案） 令和８年１月28日 
第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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既存の会議体について（基本となる構想区域より狭い区域の設定）

• 次期構想において、在宅医療・医療介護連携についてもは基本となる構想区域より狭い区域の設定についても検討することとされている。
• 一方で、構想区域より狭い単位で新たな協議体等を設置することは委員の負担増にもつながる。
• 効率的に在宅医療や介護連携にかかる地域ごとの課題を抽出、共有するために、既存の会議体の活用としては在宅医療・介護連携拠点などが考えられる。

在宅医療・介護連携について、既存の在宅医療・介護連携推進事業拠点（在宅医療・介護連携支援センター）単位を区域と
みなし、共有された内容を集約の上、新たな構想区域での調整会議において関係者と協議する。

一例 ）
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調整会議に参加する関係者の役割について（案） 令和８年１月28日 
第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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今後の方針

新たな地域医療構想の策定ガイドラインは今年度末に固まり、在宅医療・介護連携の協議方法等も示される見込み。

国の検討会の議論では、在宅医療等については、地域の医療及び介護資源等の実情に応じて、より狭い区域を設定することとされているが、
一方で、新たな会議体を作ることも負担増となることから、課題のある地域に絞り込むことや既存の会議体を活用することも重要とされている。

次期地域医療構想を策定、推進していくにあたり、在宅医療や介護連携についての協議の場のあり方や協議に資するデータ等について、
国が示すガイドラインの内容やいただいたご意見を参考に令和８年の秋ごろまでに協議の場のあり方の方向性を固めていきたい。

県ではこれまでも地域医療構想調整会議において、在宅医療に関する議題を取り入れてきたところであるが、具体的な課題提示や医療・
介護連携に関する議論はできていない状況。

また、どのようなデータを用いて、患者像が重複する受け皿（医療・介護・在宅）を分析し、各地域の将来像を描くかについて整理していく必
要がある。（下表例）
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【参考】 三重県の構想区域別人口の将来推計①

○ 生産年齢人口の減少や75歳以上人口の増加は、桑員や三泗では比較的緩やかに進展する。

桑員

津三泗

（単位：棒グラフ（千人）、折れ線グラフ（％））

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

高齢化率

75歳以上
割合

出典：国立社会保障・ 人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）

27 25 23 21 21 20 18

56 53 51 48 45 41 38

72 72 69 66 60 57 54

30 25 24 26 29 28 25

30 36 38 37 37 38 41

27.8

37.0

13.9

23.1

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

47 43 39 37 36 35 33
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129 129 125 119 110 106 104

46 39 41 46 53 51 43

49 57 58 57 58 62 6925.5

34.8

13.2

21.5

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

31 26 23 22 21 20 19

65 59 58 56 51 46 41

86 85 81 75 67 63 61

32
28 28 32 36 35 29

32
39 41 42 43 45 5026.2

39.4

13.0

25.0

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

33 30 27 26 25 24 22

69 67 64 61 56 52 48

91 88 84 79 71 67 65

38 33 32 33 36 35 30

44 49 50 50 50 50 5329.6

38.2

15.9

24.4

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

鈴亀

215 211 205 198
191 184 176

372 366 359 351 342 332

320

274
266

257 248 238

228 217

245
237

231 225
217 209

200
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【参考】 三重県の構想区域別人口の将来推計②

○ 県南部では人口減少が加速度的に進むと予測される。

伊賀

東紀州松阪

19 16 14 12 11 10 9

39 35 32 29 26 23 20

53
51 48 45 40 36 33

27
23

20
19

20
20

18
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32

33
33

32
30

31

33.0

43.7

16.6

27.6

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

26 22 20 18 17 16 15

48 43 41 39 36 33 30

71 67 63 58 51 46 43

31
28

26 26
28 27 23

36
40

41 41 40 40
42

31.9

42.2

17.2

27.4

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
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46 41 37 34 30 26 23
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35
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21
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35.5
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19.4

31.5

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

6 5 4 3 3 2 2

10 9 8 7 5 5 4

21
18

16 14 12 10 8

12
10

9
8

8
7

6

16
17

17
15

14
13

12

43.4

55.9

24.6

38.5

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

伊勢志摩

165
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138

129
119

110
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190

176
162

149

136

212
200

191
181
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162

152

65

58
52

47
41

36
32

（単位：棒グラフ（千人）、折れ線グラフ（％））

75歳以上

65～74歳

40～64歳

15～39歳

0～14歳

高齢化率

75歳以上
割合
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【参考】主な死亡場所別死亡者数（構想区域別）
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出典：人口動態調査
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【参考】訪問診療を受けた患者数（レセプト件数）（構想区域別）
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桑員 三泗 鈴亀 津 伊賀 松阪 伊勢志摩 東紀州

R1 R2 R3 R4 R5

【出典】 NDB C001在宅患者訪問診療料算定件数
※ 件数が少ない地域の件数はマスク処理されているため、一部実数と異なります



18

【参考】往診を受けた患者数（レセプト件数）（構想区域別）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

桑員 三泗 鈴亀 津 伊賀 松阪 伊勢志摩 東紀州

R1 R2 R3 R4 R5

【出典】 NDB

※ 件数が少ない地域の件数はマスク処理されているため、一部実数と異なります
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【参考】訪問リハビリテーションを受けた患者数
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【介護DB】 訪問リハビリテーション患者数（受給者数）（二次医療圏別）

【NDB】 訪問リハビリテーション患者数（レセプト件数）（構想区域別）
【出典】 NDB

【出典】 介護DB

※件数が少ない地域の件数はマスク処理
 されているため、一部実数と異なります
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【参考】訪問看護利用者数（レセプト件数・NDB）（構想区域別）

【NDB】 訪問看護利用者数（精神）

【NDB】 訪問看護利用者数（精神以外）
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【出典】 NDB I012 精神科在宅患者訪問看護･指導料の算定件数

【出典】 NDB C005 在宅患者訪問看護･指導料の算定件数

※件数が少ない地域の件数はマスク処理されているため、一部実数と異なります
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【参考】訪問看護利用者数（介護DB)（構想区域別）
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【出典】 介護DB
「訪問看護」「介護予防訪問看護」のうち、「基本サービスコード」または「合成サービスコード」のサービス項目コードの延べレセプト件数

※ 件数が少ない地域の件数はマスク処理されているため、一部実数と異なります
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